
平成２７年１月３０日

（土木部入札審査委員会決定）

石川県建設工事請負業者の指名停止について

１ 指名停止業者名及び住所

北陸電設（株） 金沢市米泉町７－７６

２ 指名停止期間

平成２７年１月３０日から平成２７年２月２８日まで （１箇月）

３ 指名停止理由

平成２６年５月２９日に、県警察本部発注の「交通信号機等保守管理業務」において、

交通信号機の灯火電球交換のため停止中の高所作業車にトラックが追突し、バケットか

ら下請業者の作業員が道路に転落、頭部骨折等により意識不明の重体となり、その後

死亡した。

平成２７年１月２１日に、金沢労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し必要な措置

を行っていなかったとして、北陸電設（株）に対し、是正勧告書を出した。

現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工

事請負業者の指名停止に関する要綱別表第１第７号に該当すると認められるため、指名

停止とする。

４ 石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱

別表第１（石川県内において生じた事故等に基づく措置基準）

措 置 要 件 期 間

（工事関係者事故）

７ 県工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切 ２週間以上 ４箇月以内

であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じ

させたと認められるとき。
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